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は
じ
め
に

皇
孫
壕
填
杵
尊
は
、
三
種
の
神
器
（
剣
、
鏡
、
勾
玉
）
　
に
加
え
日
本
人

の
主
食
で
あ
る
稲
の
種
籾
を
携
え
降
臨
さ
れ
た
。
神
道
に
お
い
て
米
は

高
天
原
に
由
来
す
る
特
別
な
作
物
と
さ
れ
て
い
る
。

以
来
、
稲
作
に
携
わ
る
人
々
は
、
夏
の
蒸
し
暑
い
太
陽
に
照
り
つ
け
ら
れ

一
斉
に
空
に
向
か
っ
て
力
強
く
伸
び
て
い
く
稲
苗
の
姿
を
見
て
感
動
を
覚

え
る
。
そ
し
て
、
豊
か
な
黄
金
の
稲
穂
が
波
打
つ
秋
に
思
い
を
込
め
て
祈

り
を
捧
げ
る
。
そ
の
祭
り
が
　
「
御
田
扇
祭
」
　
で
あ
る
。

正
式
に
は
「
皇
太
神
宮
御
田
扇
祭
」
と
称
し
、
地
域
の
人
々
は
親
し
み

を
込
め
て
　
「
お
扇
さ
ん
」
　
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
伊
勢
市
楠
部
に

あ
る
神
宮
神
田
に
お
い
て
御
田
植
神
事
に
槍
製
の
　
「
御
田
扇
」
を
用
い
て

神
田
を
扇
ぐ
神
事
に
由
来
し
、
そ
の
櫓
製
の
扇
を
皇
太
神
宮
よ
り
頂
き
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地
域
の
神
輿
に
納
め
五
穀
豊
穣
の
神
様
と
し
て
村
々
を
練
り
歩
き
、
虫
除

け
と
豊
作
を
祈
る
祭
り
と
し
て
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
に
下
和
田
町
犬
尾
神
社
は
、
井
内
八
幡
宮
よ
り
　
「
扇
さ
ん
」

を
迎
え
、
翌
年
に
国
正
町
稲
荷
社
に
送
り
届
け
た
。
こ
れ
を
機
会
に
扇

さ
ん
な
ど
に
係
わ
る
事
柄
を
取
り
纏
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
崩
　
御
田
扇
祭
神
事

‖
祭
典
の
大
綱

御
田
扇
祭
は
、
神
社
に
お
け
る
　
「
送
り
神
事
・
迎
え
神
事
」
　
の
祭
典
と

神
輿
の
渡
御
と
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

祭
り
全
体
と
し
て
は
、
前
年
の
当
番
神
社
に
お
い
て
送
り
神
事
が
執
り

行
な
わ
れ
、
送
り
役
が
当
年
の
当
番
神
社
の
氏
子
地
境
ま
で
神
輿
を
先
導
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す
る
、
そ
し
て
、
氏
子
地
境
よ
り
送
り
役
が
神
輿
の
護
衛
役
に
ま
わ
っ
て

そ
こ
か
ら
は
、
当
番
神
社
の
役
員
が
当
番
神
社
へ
と
神
輿
を
巡
幸
し
迎
え

神
事
が
執
り
行
わ
れ
る
。
迎
え
た
一
年
間
は
、
当
番
神
社
に
ご
神
体
が

鎮
座
さ
れ
て
翌
年
に
同
様
の
手
順
で
次
年
度
の
当
番
神
社
へ
と
遷
座
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。

日
神
輿
の
渡
御

御
田
扇
祭
は
、
神
輿
の
出
発
に
向
け
て
の
祭
典
で
あ
る
「
送
り
神
事
」

か
ら
執
り
行
わ
れ
る
が
、
神
事
に
つ
い
て
は
神
社
宮
司
に
よ
り
差
違
が

み
ら
れ
る
。
ま
た
、
威
儀
物
な
ど
も
手
永
の
特
徴
が
あ
り
画
一
的
で
は

な
い
。
こ
こ
で
は
「
山
方
手
永
」
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

神
事
は
、
修
祓
の
あ
と
神
前
に
向
か
い
一
同
一
拝
・
神
輿
の
開
扉
・
祝

詞
奏
上
・
神
幸
列
次
を
撃
え
、
御
神
体
を
神
輿
に
遷
し
渡
御
と
な
る
。



祝い唄「木遣り」の∵鱒

0今日はナー目出度のヨ（ヤレヤレー）

御田扇ナーさまヨ　送るナー町内衆はヨ　皆ナそろってヨ（ホラーホイ　ホラーホイ）

〇五万ナ一石でもヨ　（ヤレヤレー）

お城ナー下までヨ　舟がナーつくヨ（ホラーホイ　ホラーホイ）

0米のナーなる木でよ（ヤレヤレー）

わらじをナーつくりヨ　ふめばナー′ト判のヨ　音がするヨ（ホラーホイ　ホラーホイ）
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神
輿
の
行
列
と
威
儀
物
は
、
道
中
を
清
祓
す
る
神
主
1
御
田
扇
祭
役
員
等

1
御
幣
1
赤
扇
1
神
輿
1
神
輿
台
1
榊
桶
（
根
付
）
↓
日
月
旗
二
本
1
白

扇
1
雪
洞
一
対
↓
花
傘
↓
梵
天
1
白
幡
十
三
本
（
各
町
一
本
）
1
子
供
会

神
輿
1
交
通
安
全
旗
等
1
太
鼓
（
音
曲
）
　
と
な
る
。

神
輿
の
行
列
は
、
手
永
や
村
に
よ
っ
て
非
常
な
賑
わ
い
を
見
せ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
「
祝
い
歌
（
木
遣
り
）
」
が
あ
る
。
祝
い

歌
に
は
八
種
類
ほ
ど
の
歌
詞
が
あ
り
、
歌
い
手
一
人
に
対
し
て
全
員
で

盛
大
に
合
い
の
手
を
入
れ
な
が
ら
進
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

日
神
輿
の
引
継
ぎ

神
輿
は
、
道
中
で
休
憩
（
往
時
は
休
憩
場
所
で
祝
砲
を
上
げ
余
興
等
が

行
わ
れ
た
）
を
取
り
な
が
ら
氏
子
地
境
で
神
輿
の
引
継
ぎ
が
行
わ
れ
る
。

神
輿
の
引
継
ぎ
式
は
、
送
り
側
と
迎
え
側
が
相
対
時
し
て
そ
れ
ぞ
れ
挨
拶



要

0迎え側代表：これまでの道中、ご無事にてのお神輿奉載ご苦労さまでございます。

これよりは00神社の氏子地内となります。これからのお神輿の奉載役

を務めさせて頂きます。

お出迎えありがとうございます。それでは、お神輿の奉載役をよろしく

お願い申し上げます。

それでは、これより道中清祓い大麻所役（オオヌサショウヤク）なら

びに切麻所役（キリヌサショヤク）を務めさせて頂きます。

どうぞよろしくお願い致します。

¢送り側代表

¢迎え側神職

¢送り側神職：

¢迎え側代表：では、道中ご案内を申し上げます。
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を
行
い
、
こ
れ
ま
で
先
導
役
と
清
祓
を
行
な
っ
て
来
た
者
は
見
守
り
役
と

し
て
護
衛
に
あ
た
り
、
迎
え
る
側
の
神
主
と
役
員
が
そ
れ
を
引
き
継
ぐ

こ
と
に
な
る
。

神
輿
行
列
を
再
開
し
迎
え
る
側
の
神
社
に
到
着
す
る
と
神
輿
内
の
御
神

体
は
本
殿
へ
遷
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
全
員
が
神
社
前
に
整
列
し
、
威
儀
物

の
受
け
取
り
に
際
し
て
の
目
録
の
確
認
が
行
な
わ
れ
、
境
内
に
用
意
さ
れ

た
取
り
付
け
場
所
に
そ
れ
ぞ
れ
の
威
儀
物
を
取
り
付
け
て
い
く
。

こ
こ
で
休
憩
に
入
り
、
神
社
到
着
の
慶
び
を
顕
す
祝
砲
を
上
げ
、
境
内
に

集
ま
っ
た
参
列
者
に
お
神
酒
や
お
菓
子
な
ど
が
振
舞
わ
れ
る
。
そ
し
て

境
内
の
参
列
者
の
賑
わ
い
が
一
段
落
つ
い
て
か
ら
役
員
と
関
係
者
に
お
い

て
神
事
が
執
り
行
わ
れ
る
。

こ
の
一
年
は
、
こ
の
神
社
を
鎮
ま
り
処
と
し
て
関
係
神
社
お
よ
び
村
の

豊
作
と
弥
栄
を
祈
念
す
る
祝
詞
が
奉
上
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
二
扇
　
御
田
扇
祭
の
起
源

御
田
扇
祭
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
明
和
（
一
七
六
四
）
　
の
頃
で
あ
る
と

す
る
説
と
慶
長
（
一
五
九
六
）
　
の
頃
で
あ
る
と
す
る
二
つ
の
説
が
あ
る
。

さ
ら
に
三
河
地
方
の
習
俗
・
習
慣
・
祭
事
等
が
記
述
さ
れ
て
い
る
「
参
河

聴
視
録
」
に
は
、
「
御
田
扇
祭
は
御
鍬
祭
か
ら
移
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

か
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
五
穀
豊
穣
を
願
い
地
域

に
根
対
い
て
い
た
「
虫
送
り
」
　
の
習
俗
に
伊
勢
信
仰
と
し
て
の
御
鍬
神
事

や
御
田
植
神
事
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

明
確
な
時
期
は
不
明
と
い
わ
れ
て
い
る
。

‖
明
和
の
頃
の
説

御
田
扇
祭
と
同
様
に
こ
の
地
方
で
行
な
わ
れ
て
い
た
御
鍬
祭
と
の
関
係
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）

を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た

「
御
鍬
神
事
」
　
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

岡
崎
に
は
豊
作
を
祈
る
た
め
に
創
建
さ
れ
た
と
さ
れ
る
御
鍬
神
社
（
氏

神
六
社
、
境
内
社
二
十
七
）
と
称
す
る
神
社
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
の

神
社
の
社
殿
に
は
鍬
の
形
を
し
た
木
片
が
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く

そ
れ
ゆ
え
に
御
田
扇
祭
の
神
輿
に
納
め
ら
れ
た
鍬
形
の
木
片
と
関
連
付
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
鍬
社
の
創
建
に
関
し
て
は
、
明
和
五
年
（
一
七
六
七
）
頃
に
成
立

し
た
　
「
土
呂
山
畠
今
昔
実
録
」
　
の
な
か
の
記
事
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と

を
根
拠
に
明
和
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

口
慶
長
の
頃
の
説

慶
長
の
頃
の
説
に
つ
い
て
も
御
鍬
祭
と
の
関
係
を
認
め
る
な
か
で
五
十

御
鍬
条
の
概
要

三
河
地
方
に
お
け
る
御
鍬
祭
は
数
回
の
流
行
が

あ
り
、
特
に
明
和
四
年
が
百
年
目
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
、
下
中
島
地
域
で
は
熱
狂
的
な
祭
り

で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

往
時
の
行
列
に
は
十
間
余
り
の
舟
や
七
、
八
間

の
鯉
な
ど
の
作
り
物
が
出
た
そ
う
で
あ
る
。
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代
の
桓
武
天
皇
の
代
の
延
暦
十
四
年
（
七
九
六
）
に
大
内
神
泉
苑
に
て

行
な
わ
れ
た
「
御
鍬
神
事
」
が
中
断
後
、
百
八
代
の
後
水
尾
天
皇
の
代
の

慶
長
十
八
年
（
一
六
二
二
）
に
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
の
と
の

記
述
を
も
と
に
し
て
い
る
。

併
せ
て
古
老
の
伝
承
で
も
あ
る
「
御
田
扇
祭
は
、
慶
長
六
年
に
岡
崎
城
主

に
な
っ
た
本
多
豊
後
守
康
重
（
土
井
町
出
身
）
が
始
め
ら
れ
た
」
と
の

内
容
を
ふ
ま
え
慶
長
年
間
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。

第
三
扇
　
御
田
扇
祭
の
現
状

御
田
扇
祭
は
、
全
国
で
も
旧
岡
崎
藩
（
一
部
九
州
の
細
川
領
）
　
の
み
に

見
ら
れ
る
習
俗
で
あ
る
。
こ
の
祭
り
は
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
　
こ
ろ

よ
り
幾
多
の
流
行
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
御
鍬
祭
が
御
田
扇
祭
に
変
遷
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ー
）

す
る
な
か
で
、
五
穀
豊
穣
を
願
う
農
民
の
伝
統
的
な
祭
り
と
し
て
受
け
継

が
れ
て
き
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
日
に
お
い
て
も
往
路
の
体
制
で
行
列
を
組
ん
で
村
々
を
巡
幸
す
る
形

を
維
持
・
継
続
し
て
い
る
の
は
、
六
つ
の
手
永
の
う
ち
占
部
川
沿
い
の

「
山
方
手
永
」
と
矢
作
川
沿
い
の
　
「
堤
通
り
手
永
」
　
の
二
つ
の
手
永
の
み

で
あ
る
。
な
か
で
も
堤
通
り
手
永
に
つ
い
て
は
、
御
鍬
祭
の
形
態
が
最
も

色
濃
く
残
さ
れ
て
い
る
手
永
と
い
え
る
。

一
方
、
上
野
手
永
は
、
村
々
の
巡
幸
を
せ
ず
に
各
村
の
代
表
が
畝
部
西
町

の
神
明
神
社
に
集
ま
り
、
式
典
の
後
に
町
内
の
人
達
で
村
を
一
巡
す
る

方
法
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
現
在
の
よ
う
に
神
輿
の
巡
幸
が
一
ケ
村
一
年
単
位
と
な
っ
た
の

は
明
治
二
十
五
年
頃
と
福
桶
町
が
昭
和
五
十
七
年
に
発
刊
し
た
「
扇
さ
ん

あ
れ
こ
れ
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
は
一
日
に
数
ケ
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村
を
廻
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

第
四
扇
　
御
田
扇
奈
と
伊
勢
神
宮

御
田
扇
祭
は
　
「
皇
太
神
宮
御
田
扇
祭
」
　
と
称
す
る
が
、
伊
勢
神
宮
の

内
宮
（
祭
神
天
照
大
御
神
）
よ
り
も
農
耕
に
関
り
が
あ
る
外
宮
（
祭
神
豊

受
大
御
神
）
　
の
方
に
関
係
が
深
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
理
由
は

◆
豊
受
大
御
神
は
、
豊
宇
気
売
神
と
同
一
神
と
い
わ
れ
、
伊
弊
再
の
神
が

火
三
迦
具
土
神
を
生
む
お
り
火
傷
を
病
み
、
苦
し
み
伏
し
た
際
に
生
れ
た

六
神
に
う
ち
の
和
久
産
巣
日
の
子
と
さ
れ
て
い
る
。
豊
は
美
称
、
宇
気
は

食
物
を
表
し
単
な
る
食
物
神
で
は
な
く
稲
の
神
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
ま
た
、

神
代
に
お
い
て
陸
田
種
子
・
水
田
種
子
お
よ
び
蚕
種
を
創
ら
れ
て
、
我
が

国
が
農
業
を
生
活
の
基
本
七
す
る
道
を
教
え
ら
れ
た
大
神
で
あ
る
こ
と
。

伊
勢
神
宮
外
宮
の
由
来

外
宮
の
「
止
由
気
宮
（
ト
ユ
ケ
ノ
ミ
ヤ
）
儀
式

帳
」
　
に
雄
略
天
皇
の
時
代
に
天
皇
の
夢
に

天
照
大
神
が
現
れ
「
自
分
一
人
き
り
で
い
た

の
で
は
と
て
も
苦
し
い
し
、
食
事
も
安
ら
か

に
で
き
な
い
。
丹
波
国
比
治
の
真
奈
井
に
い

る
等
由
気
大
神
（
豊
受
大
神
）
を
、
私
の
も

と
に
連
れ
て
く
る
よ
う
に
」
と
告
げ
ら
れ
、

天
皇
は
丹
波
国
か
ら
豊
受
大
神
を
お
迎
え

て
大
宮
を
建
て
鎮
座
さ
せ
ら
れ
た
と
あ
る
。

こ
れ
が
外
宮
の
由
来
と
さ
れ
て
い
る
。

第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
外
宮
玉
音
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◆
明
和
の
頃
は
、
天
照
大
御
神
に
供
え
る
御
供
物
を
採
る
地
の
伊
雑
宮
が

勤
請
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
文
政
の
頃
は
、
御
節
（
御
祈
祷
師
）
な
ど
に

よ
っ
て
外
宮
の
御
鍬
神
事
が
地
域
に
伝
播
さ
れ
伊
雑
宮
か
ら
伊
勢
神
宮
に

遷
り
変
わ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

◆
外
宮
に
お
い
て
五
月
下
旬
の
吉
日
に
大
御
田
で
御
田
植
の
神
事
が
行
な

わ
れ
て
い
た
。
そ
の
神
事
の
な
か
に
『
上
幅
と
も
に
一
尺
余
り
の
扇
を

つ
く
り
、
こ
れ
を
「
御
田
く
ぼ
り
扇
」
と
称
し
、
田
畔
に
刺
せ
ば
虫
除

と
な
る
と
て
、
争
う
て
こ
れ
を
貰
う
と
い
う
風
が
あ
っ
た
』
と
あ
る
こ
と
。

な
ど
か
ら
御
田
扇
祭
の
お
札
は
外
宮
で
拝
受
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

第
五
扇
　
御
田
扇
祭
と
藩
政

岡
崎
藩
領
は
五
万
石
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
東
海
道
の
矢
作
橋
の
管
理



山

方

手　永　名 �庄屋名 �庄屋居住 �石高 

山方手永 �斎　藤 �六　　名 �9，998 

堤通り手永 �長　嶋 �中之郷 �11，195 

川西手永 �太　田 �下佐々木 �11，951 

上野手永 �岩　月 �中　　園 �10，588 

額田手永 �神　尾 �薮　　田 �8，140 

東山中辛永 �永　井 �洞 �7，381 

岡崎町廻り � � �1，116 

石高合計 � � �60，368 

（12）

料
と
し
て
一
万
石
が
付
加
さ
れ
実
質
的
に
は
六
万
石
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を

村
方
一
万
石
相
当
に
六
地
域
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
手
永
」
と
称
し
て

い
た
。
そ
の
手
永
の
最
高
責
任
者
と
し
て
大
庄
屋
と
い
う
管
理
職
を
定
め

て
い
た
。

こ
の
手
永
と
呼
ば
れ
る
組
織
は
、
藩
内
の
統
制
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
行
政
区
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
大
庄
屋
は

世
襲
制
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
行
政
能
力
を
持
つ
こ
と
が
条
件
で

あ
っ
た
た
め
必
ず
し
も
世
襲
で
な
い
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

ま
た
、
こ
の
行
政
組
織
と
御
田
扇
祭
と
は
も
と
も
と
無
関
係
で
あ
っ
た

が
、
百
姓
一
揆
な
ど
の
農
民
組
織
の
反
乱
を
阻
止
す
る
た
め
の
政
策
と

併
せ
、
地
方
役
人
の
怠
惰
を
監
視
す
る
た
め
の
策
と
し
て
、
も
と
も
と

こ
の
地
域
に
あ
っ
た
　
「
虫
送
り
」
　
と
言
わ
れ
る
虫
の
害
除
け
の
風
習
に

併
せ
て
、
御
田
扇
祭
を
執
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
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た
め
、
こ
の
御
田
扇
祭
は
行
政
組
織
と
し
て
関
係
の
あ
る
岡
崎
藩
本
多
家

の
領
内
の
み
に
見
ら
れ
、
寺
社
領
や
本
多
家
領
地
の
外
で
は
行
な
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
行
政
政
策
の
一
環
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
藩
主
の
名
代
や

大
庄
屋
が
こ
の
行
列
に
加
わ
っ
た
こ
と
や
、
祭
り
費
用
を
領
主
が
出
し
た

こ
と
、
各
手
永
に
御
田
扇
の
神
輿
が
下
賜
さ
れ
祭
り
を
執
行
さ
せ
て
い
た

こ
と
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
御
田
扇
行
列
の
威
儀
物
の
中

の
日
月
旗
に
「
本
」
　
の
文
字
や
「
立
葵
」
　
の
紋
な
ど
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
も
伺
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
大
庄
屋
も
こ
の
御
田
扇
祭
を
非
常
に
重
く
捉
え

て
い
た
よ
う
で
岡
崎
市
史
に
は
　
「
文
政
三
年
額
田
手
永
御
田
扇
様
順
村
触
」

の
な
か
に
「
前
々
在
来
り
侯
通
り
、
大
ば
た
・
小
ば
た
其
他
品
々
継
村
へ

念
を
入
改
相
渡
し
可
被
成
侯
、
例
年
之
通
其
他
お
ご
り
ケ
間
数
儀
決
無
之

様
可
被
成
侯
、
為
念
申
入
侯
」
と
厳
重
に
注
意
を
促
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

0
安
政
五
年

川
西
手
永

山
方
手
永

北
山
中
辛
永

上
野
手
永

堤
通
り
手
永

東
山
中
辛
永

¢
文
久
二
年

川
西
手
永

山
方
手
永

北
山
中
辛
永

上
野
手
永

堤
通
り
手
永

東
山
中
辛
永

工や
（
一
八
五
九
）
　
の
大
庄
屋

小
川
惣
右
衛
門
（
佐
々
木
）

斎
藤
孫
左
衛
門
（
六
　
名
）

神
尾
彦
右
衛
門
　
（
薮
　
田
）

岩
槻
吉
兵
衛
（
中
　
園
）

長
嶋
藤
八
郎
（
中
之
郷
）

永
井
利
右
衛
門
　
（
　
洞
　
）

（
一
八
六
三
）
　
の
大
庄
屋

太
田
伊
兵
衛

斎
藤
孫
左
衛
門

神
尾
彦
右
衛
門

岩
槻
吉
兵
衛

長
島
力
三
郎

永
井
利
右
衛
門

（
下
佐
々
木
）

（六　名）

（
薮
　
田
）

（
中
　
園
）

（中之郷）

（　洞　）


